
個 人 情 報 管 理 ・ 共 通 番 号 （ マ イ ナ ン バ ー ） 制

度 の 実 施 に 向 け た 取 り 組 み に つ い て  

 

質 問 者  古  宮  郁  夫  

 

２ ０ １ ３ 年 ５ 月 に 成 立 し た 共 通 番 号 法 は 、

今 年 １ ０ 月 に 施 行 さ れ 、 日 本 に 住 む 全 て の 人

約 １ 億 ２ ， ７ ０ ０ 万 人 に 各 自 治 体 か ら １ ２ 桁

の 番 号 （ マ イ ナ ン バ ー ） が 固 有 の 社 会 保 障 ・

税 共 通 番 号 と し て 知 ら さ れ る 。 町 は 、 こ の 共

通 番 号 制 度 の 内 容 や 個 人 情 報 の 漏 え い 対 策 と

そ の 確 立 及 び 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 、 町 民

に 対 し 早 急 に 具 体 的 な 情 報 と し て 提 供 し 、 制

度 の 認 知 度 並 び に 理 解 度 を 高 め て い く べ き と

考 え る が 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  


